
  認定と加算の流れ 

 

＼ 登録を考えている事業所さまへ ／ 

＜お問合せ先＞ 
   ■拠点の認定について        ■加算について 

   障害福祉企画課             障害者支援推進課 
   TEL 054-221-1198       TEL 054-221-1098 

   〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 新館15階 

静岡市 

事業所 

①申請（協議書・運営規程） 

③加算の届出 

令和６年３月末に国から「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化につい

て」通知があり、拠点の認定方法が変更になりました。これに伴い静岡市でも

「地域生活支援拠点等が担う4つの機能」のうちいずれかを満たす事業所を地域生

活支援拠点等として登録開始しました。 

（静岡市HP） 

障害福祉企画課 

②認定（認定書の送付） 

障害者支援推進課 （体制届・運営規程・認定書） 

地域生活支援拠点等の登録 

 地域生活支援拠点等とは 

 障害福祉サービス事業者等の関係機関が相互に連携して 障がいのある方に対する支援を実施

することを目的とした体制です。次の4つの機能を地域の実情に応じて整備することとされてい

ます。 ①相談 ②緊急時の受け入れ・対応 ③体験の機会・場 ④専門的人材の確保・養成等  

申請に関するQ＆Aや静岡市の取組みは裏面へ！ 

①の協議書は右記二次元コード内に掲載しています。 
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Q.１ 「地域生活支援拠点等が担う４つの機能」全てを満たさないと、地域生活支援拠点等 

   として登録できない？ 

A.１ ４つの機能のうち、１つでも担う機能があれば登録可能です。 

   ※担う機能を運営規程に明記してください。 

Q.２ 事業所番号の異なる複数のサービスの登録を行う場合、協議書は複数枚必要？ 

A.２ 事業所番号ごとに１枚の協議書が必要です。 

Q.３ 協議書に「常時の連絡体制」や「常時の緊急受入体制」とありますが、常時の基準は？ 

A.３ 24時間を想定しています。 

Q.４ 協議書の「整備状況及び整備促進の課題」や「支援を行う際の連携方法」は何を書く？ 

A.４ 担う機能を整備するために行っている取組みや課題を具体的にご記入ください。 

Q.５ 加算の届け出はいつまでにすればいいの？ 

A.５ 各月15日までに障害者支援推進課に申請していただければ、翌月から適用されます。 

 Q＆A 

 静岡市の取組み （まいむ・まいむ） 

 複数の拠点関係機関が分担して地域生活支援拠点等の機能を担う面的な体制（通称：まいむ・

まいむ）の整備を行っています。地域に配置した相談調整コーディネーターとサービス調整コー

ディネーターが、各関係機関と協力しながら、障がいのある方が地域で安心して生活することが

できる体制のネットワークづくりに取り組んでいます。 

●取組み（一部抜粋） 

 ・相談支援事業所のない地域での相談会の開催 

 ・短期入所空床情報共有ツールの運用 

 ・サービス事業所連絡会の立ち上げ、出席 

 ・専門的人材養成のための各種研修の実施 

＼ 是非、ご協力ください！ ／ 


